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新たな「ぎふ農業・農村基本計画」の策定方針について 

  

第２回岐阜県農政審議会 議案集 
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新たな「ぎふ農業・農村基本計画」の策定方針（案） 

 

１ 新たな基本計画の必要性 

（１）社会情勢の変化 

◇東日本大震災の経験 

防災・減災対策の強化、再生可能エネルギーの活用 

◇国際的な経済連携協定等の進展 

  TPP 協定への参加、日豪ＥＰＡの批准、訪日外国人の増加 

◇地方創生の動きの顕在化 

  少子高齢化による人口減少の進行、「まち・ひと・しごと創生法」の制定 

◇国の農業政策の大転換 

  米政策の見直し、農地中間管理事業の創設、農協等の見直し 

◇その他 

「食料・農業・農村基本計画」の改定（H27.3）、2015 農林業センサスの実施 

和食や和紙など日本の文化や製品に対する国際的評価の高まり 

世界農業遺産登録申請を契機とした清流の国ぎふづくりへの県民意識の高まり 

 

（２）「岐阜県長期構想」の中間見直し 

◇「清流の国ぎふ」づくりの本格展開 

２０２０プロジェクト、新たな成長・雇用戦略（未来につながる農業づくり） 

 

（３）現計画で残された課題と新たな課題への対応 

 ◇主な課題 

  ・面積拡大や単収向上による出荷量増加に向けた産地構造の改革 

  ・県産農産物の販路拡大に向けた新たな輸出先の開拓と輸出品目の拡大 

  ・さらなる担い手の育成と農地集積の促進に向けた取組みの強化 

  ・鳥獣被害・耕作放棄地対策の拡充と防災・減災対策の強化 

  ・県民参加による農業・農村への理解醸成の強化と保全活動の拡大 

 

２ 基本計画の性格  

 新たな基本計画は、本県農業・農村のあるべき姿を目指すため、その実現に向け当面５年

間に重点的に取り組む施策の方向を示す。 

 計画期間は平成２８年度から平成３２年度とするが、社会情勢の変化や県民の意向などに

的確に対応するため、必要に応じて随時見直すこととする。 

 

３ 策定方法  

  平成２６年１２月 県から農政審議会へ諮問 

           ※この間、農政審議会及び同部会において審議 

  平成２８年 １月 農政審議会から県へ答申 

  平成２８年  ３月 県議会で議決 → 新たな基本計画策定 

   ＜審 議 会＞･･･ 計画策定に関わる審議・答申 

   ＜策定部会＞･･･ 審議委員、専門委員からなり、より専門的な事項の調査・審議 

 

４ 策定スケジュール（案） 

  別紙 

 

 



H
2
6

H
2
7

H
2
8

項
　
　
　
　
目

5
6

7
8

9
1
0

1
1

1
2

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1
0

1
1

1
2

1
2

3

県
議

会
（
農

林
委

員
会

）

農
政

審
議

会
◆
Ｈ
２
６
第
１
回

　
　
　
◆
Ｈ
２
６
第
２
回

◆
Ｈ
２
７
第
１
回

◆
Ｈ
２
７
第
２
回

計
画

策
定

部
会

◆
◆

◆
◆

◆
◆

◆
◆

◆
◆

第
１
回

第
２
回

第
３
回

第
４
回

第
５
回

第
６
回

第
７
回

第
８
回

第
９
回

第
１
０
回

◎
部

内
課

長
級

に
よ
る
検
討
会
（
１
回
程
度
/
月
）

農
政

企
画

会
議

◎
部

内
企

画
担

当
係

長
に
よ
る
検
討
会
（
１
回
程
度
/
月
）

農
政

企
画

会
議

幹
事

会

県
民

等
の

意
見

募
集

◆
◆

農
林

業
セ
ン
サ

ス
(2
0
1
5
)

◆
◆

◆

県
民

、
市

町
村

、
農
協
、
関
係
団
体
等
か
ら
の
意
見
聴
取

新
た
な
「
ぎ
ふ

農
業

・
農

村
基

本
計

画
」
　
策

定
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

　
（
案

）

9
月
議
会

6
月

議
会

1
2
月
議
会

2
月
議
会

6
月
議
会

9
月
議
会

1
2
月
議
会

2
月
議
会

 
 

 
 
答

申
案

検
討

 

議
決
関
係

 

審
議
関
係

 

検
討
関
係

 

そ
の
他

 

骨
子

案
の

検
討

 

骨
子
案
説
明

 
策

定
趣

旨
説

明
 

議
案
提
出

 

計
画

 
策

定
 

新
計

画
の

策
定

に
つ
い
て

 
諮

問
 

経
過
報
告

 

答
申

 

答
申
案

 
骨

子
案

 
修
正
案

 

答
申
案
審
議

 
骨
子
案
審
議

 

審
議
関
係

 

2/
1 
調

査
期

日
 

11
月

 
概
数
値
公
表

 
3月

 
確
定
値
公
表

 

県
政

モ
ニ
タ
ー
ア
ン
ケ
ー
ト

 
（
国

）
食

料
・
農

業
・
農

村
基

本
計

画
 

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

 



4 
 

 

 

 

 

 

第２号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岐阜県農政審議会計画策定部会の設置について 
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岐阜県農政審議会計画策定部会設置要綱（案） 

 

 

（設 置） 

第１条 平成２７年度に５年間の目標終期を迎える「ぎふ農業・農村基本計画」の次期計画

（以下「新計画」という。）について調査･審議するため、岐阜県農政審議会設置条例（昭

和４９年条例第１５号、以下「条例」という。）第８条の規定に基づき、岐阜県農政審議

会（以下「審議会」という。）に計画策定部会（以下「部会」という。）を置く。 

 

（所掌事務） 

第２条 部会は、次に掲げる事項を調査･審議する。 

 （１）新計画の策定に関すること。 

 （２）その他（１）に付帯する事項。 

 

（組 織） 

第３条 部会は、審議会の委員及び条例第５条第２項の規定に基づき知事が任命した 専門

委員で組織し、別表に掲げる者をもって充てる。 

 

（任期等） 

第４条 部会の委員の任期は、新計画に係る審議会の答申が終了したときまでとする。 

 

（部会長） 

第５条 部会に部会長を置き、委員のうちから互選する。 

２ 部会長は、部会を総括し、部会の所掌事務の円滑な遂行を図る。 

 

（会 議） 

第６条 会議は、部会長が招集する。 

 

 

   附 則 

 １ この要綱は、平成２６年 １２月  日から施行する。 

 

 ２ この要綱は、新計画が策定される日限り、その効力を失う。 
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【別表】 

 

岐阜県農政審議会計画策定部会委員名簿（案） 

 
（敬称略、五十音順） 

 

氏  名 

 

機関（団体）名・役職 

 

委員区分 

 

大野 二三 

 

菊本  舞 

 

興膳 健太 

 

土川 洋功 

 

中野  雅敏  

 

林  智子 

 

藤井  里樹  

 

前澤 重禮 

 

和仁  松男  

 

 

岐阜県女性農業経営ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰいきいきﾈｯﾄﾜｰｸ会長 

 

岐阜経済大学准教授（経済学） 

 

ＮＰＯ法人メタセコイアの森の仲間たち代表理事  

 

岐阜県青年農業士連絡協議会会長 

 

イオンリテール株式会社  東海・長野エリア政策推進チーム 

 

生活協同組合コープぎふ組合員理事 

 

全国農業協同組合連合会岐阜県本部副本部長 

 

岐阜大学応用生物科学部教授（食品流通科学） 

 

岐阜県農業参入法人連絡協議会会長  

 

審議会委員 

 

専門委員 

 

専門委員 

 

審議会委員 

 

専門委員 

 

審議会委員 

 

専門委員 

 

専門委員 

 

専門委員 
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